
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２８年１１月２０日 １４時５４分ごろ 

発生場所 鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市川内港西方沖 

 川内港沖防波堤西灯台から真方位２６２°３.６海里付近 

 （概位 北緯３１°５０.９′ 東経１３０°０６.７′） 

インシデントの概要 旅客船高速船甑
こしき

島は、西進中、右舷主機が停止し、運航が阻害さ

れた。 

インシデント調査の経過 平成２８年１２月１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 高速船甑島、１９７トン 

 １４２０７１、甑島商船株式会社 

 乗組員等に関する情報 機関長、三級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、旅客３９人を乗せ、

西進中、右舷主機が異常を知らせる警報を発するとともに停止した。 

 機関長は、点検したところ、右舷主機の潤滑油に冷却水の混入を認

め、右舷主機の運転ができなくなったことを知った。 

本船は、左舷主機を使用して出港地の川内港に引き返した。 

本船は、入港後、機関整備業者が右舷主機の開放点検を行ったとこ

ろ、‘Ａバンク１番シリンダ’（以下「本件シリンダ」という。）にお

いて、吸気弁及び排気弁の弁棒が折損して弁傘部が燃焼室内に落下

し、ピストン頂部、シリンダヘッド等に損傷が生じていた。 

 主機は、過給機付４サイクルＶ型１２シリンダのディーゼル機関で

あり、Ａ（右舷）、Ｂ（左舷）のバンクに分けられ、各バンクのシリ

ンダに船尾側から順に番号が付けられていた。 

分析  本船は、右舷主機の本件シリンダの吸気弁及び排気弁弁棒が折損し

たことから、弁傘部が燃焼室内に落下し、ピストン頂部とシリンダヘ

ッドとに挟撃され、ピストン、シリンダヘッド等が損傷し、右舷主機

が運転できなくなり、運航が阻害されたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、右舷主機の本件シリンダの吸気弁及び

排気弁の弁棒が折損したため、弁傘部が燃焼室内に落下し、ピストン

頂部とシリンダヘッドとに挟撃され、ピストン、シリンダヘッド等が

損傷し、右舷主機が運転できなくなったことにより発生したものと考

えられる。 
 


